従前相当サービス　利用基準確認記録書

１　基本情報
	ふりがな
利用者氏名
	

	認定区分
	☐要支援１　☐要支援２　☐事業対象者

	被保険者
番号
	

	利用を必要とするサービス
	☐　訪問型従前相当サービス
☐　通所型従前相当サービス



２　基準の確認
	
	☐　従前相当サービスの利用基準に該当しないことを確認しました。

以下の方は従前相当サービスは利用できません。
【訪問型】サービスを検討する時点で，支援を希望する家事や動作が安全にできている方

【通所型】サービスを検討する時点で，自家用車，電車・バス，自転車，徒歩で通いの場（サロン・ジム・一般介護予防事業等）に，ひとりで安全に行ける方

※下記の場合については機械的に基準を当てはめず，生活状況や主治医からの指示等について本人や家族によく聞き取りを行い，総合的に判断すること。
・末期がん，進行性疾患等で，状態の悪化が見込まれる
・認知機能の低下により，日常生活に支障が出ている
・自家用車で外出はしているが，歩行能力が著しく低下している
・入浴，更衣，排泄の問題で生活に支障が出ている
・心身の障害等により，介護専門職による支援が必要
・虐待や住環境等の問題があり，状況の改善が見込めない
・退院直後や骨折等で，一時的にサービスが必要



	担当包括・居宅
	
	担当者
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